
 

令和７年度 
芦屋市自治会連合会総会 

 

 

次 第 
 

 

 

１ 開 会           

 

 

２ 市長・会長感謝状贈呈           

 

 

３ 会 長 あ い さ つ           

 

 

４ 来 賓 祝 辞           

 

 

５ 議 長 選 出           

 

 

６ 議 事            

 

第１号議案 令和６年度 事業報告について 

 

第２号議案 令和６年度 会計報告について 

 

第３号議案 令和６年度 会計監査報告について 

 

第４号議案 令和７年度 役員（案）について 

  

第５号議案 令和７年度 基本方針(案)及び事業計画(案)について 

 

第６号議案 令和７年度 予算(案)について 

 

第７号議案 芦屋市自治会連合会規約（案）について 

      (1) 第１条改正 

      (2) 第15条第２項改正 

 

７ 閉 会           
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令和７年度 町内自治組織功労者の表彰 
＜順不同・敬称略＞ 

 

１ 町内自治組織功労者 市長感謝状 受賞者 

   松下
まつした

 卓也
た く や

  〈東山町自治会〉 

２ 芦屋市自治会連合会 会長感謝状 受賞者 

      源
みなもと

 幸
こう

介
すけ

 〈西山町自治会〉 ※会計として永年活躍 

藤村
ふじむら

 宏子
ひ ろ こ

 〈三条南町自治会〉 ※催事の企画・運営に永年貢献 

佐藤
さ と う

 昭子
あ き こ

 〈松ノ内町会〉 ※美化活動に永年貢献 

    福本
ふくもと

 美枝子
み え こ

  〈船戸町自治会〉 ※防犯・美化活動に永年貢献 

    森原
もりはら

 寛一
かんいち

 〈業平町自治会〉  ※防犯・美化活動に永年貢献 

    川廷
かわてい

 夙子
と し こ

   〈茶屋之町自治会〉 ※副会長として永年活躍 

    山村
やまむら

 茂樹
し げ き

  〈浜芦屋町自治会〉 ※美化活動に永年貢献 

    三浦
み う ら

 美紗子
み さ こ

  〈松浜町自治会〉 ※監査役として永年活躍 

    太田
お お た

 雅弘
まさひろ

  〈呉川町町内会〉 ※会計として永年活躍 

樽井
た る い

 雅子
ま さ こ

  〈南宮町自治会〉 ※美化活動に永年貢献 

淡
あわ

嶋
しま

 弘一
こういち

  〈南浜町 1 街区自治会〉 ※催事の企画・運営に永年貢献 

３ 兵庫県自治賞 受賞候補者 

      吉岡
よしおか

 喜
よし

美
み

  〈宮川町自治会〉 
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＜第 1 号議案＞ 

 

令和６年度 芦屋市自治会連合会 事業報告 
(令和６年４月１日～令和７年３月３１日) 

１．会議の開催 
 

【芦屋市自治会連合会の会議】 

(１) 役員会 

 

第 １回  5月31日(金) ① 令和 6年度自治会連合会総会について 

② 顕彰の候補者の選考について 

③ 令和 6年度まちづくり懇談会について 

第 ２回  6月20日(木) ① 令和 6年度自治会連合会総会について 

第 ３回  8月27日(火) ① 他団体との交流会について 

② 令和 6年度まちづくり懇談会について 

③ 研修会について 

第 ４回 9月10日(火)           ① 令和 6年度まちづくり懇談会について 

② 研修会について 

第 ５回 10月10日(木) ① 令和 6年度まちづくり懇談会について 

② 研修会について 

第 ６回 11月 8日(金) ① 令和 6年度まちづくり懇談会の振り返りについて 

② 研修会について 

第 ７回 1月 23日(木) ① 研修会の振り返りについて 

② 令和 7年度年間スケジュールについて 

③ 年会費の検討について 

④ 自治会連合会規約の改正について 

第 ８回 3月 7日(金) ① 令和 7年度まちづくり懇談会のテーマについて 

 

 

(２) 理事会 

第 １回   4月26日(金) ①  次期自治会連合会会長の選出について 

②  令和 6年度年間スケジュールについて 

第 ２回   6月11日(火) ①  令和 6年度自治会連合会総会議案書（案）について 

  ②  令和 6年度まちづくり懇談会について 

第 ３回   9月13日(金) ①  他団体との交流会の振り返りについて 

②  令和 6年度まちづくり懇談会について 

③  研修会について 

第 ４回  11月21日(木) ①  令和 6年度まちづくり懇談会の振り返りについて 

②  研修会について 

第 ５回   2月18日(火) ①  令和 7年度年間計画について 

②  年会費の検討について 

③  自治会連合会規約の改正について 

④  令和７年度まちづくり懇談会のテーマについて 

   

   

(３) 分科会 

 実績なし 
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(４) その他 

■ 5 月 21 日（火） 会計監査 

   内  容：令和 5年度会計（収入・支出）の監査 

 

■ 5 月 31 日（金） 顕彰委員会 

  内  容：(1)芦屋市長感謝状 候補者選考 

            (2)芦屋市自治会連合会会長感謝状 候補者選考 

   (3)兵庫県自治賞 候補者選考 

 

■ 7 月 1 日（月） 総 会 

  内  容：(1)令和 5年度事業報告について 

   (2)令和 5年度会計報告について 

(3)令和 5年度会計監査報告について 

 (4)令和 6年度役員(案)について 

(5)令和 6年度基本方針(案)及び事業計画(案)について 

(6)令和 6年度予算(案)について 

 

■ 8 月 24 日（土） 保護司会・更生保護女性会との交流研修会 

  場 所：リードあしや 

  参加者：29 人 

   

■ 10 月 25 日（金） まちづくり懇談会 

  場 所：市民センター401 室 

  参加者：45 人 

  内 容：芦屋市自治会連合会ホームページをご覧下さい。 

 

■ 12 月 11 日（水） 市外研修会 

  場 所：稲むらの火の館、和歌山市消防局防災学習センター 

  参加者：30 人 

 

 

２．令和６年度 芦屋市自治会連合会 協賛事業報告 
 

■ 4 月 7 日（日） 「第 36 回芦屋さくらまつり」協賛 
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３． 令和６年度事業計画に基づく事業報告 
 

１．組織の活性化 

(1) ブロック会の活性化 

(2) 理事会の活性化 

(3) 組織づくりの支援・手法の検討 

 

２．自治会活動の支援 

(1) 自治会育成事業補助の実施 

(2) ブロック会事業補助の実施 

 

３．まちづくり懇談会 

(1) テーマに沿った会の開催 

（テーマ：「現在の安全な市民生活を営むための環境整備の検討」 

及び「将来的に求める都市環境整備の検討」） 

 

４．附属機関等委員会委員を公募 

(1) 市の政策企画推進に広く自治会連合会から適任者を推薦 

 

５．心ふれあうまちづくり 

(1) 子育て世代支援、青少年の健全育成に協力 

(2) 高齢者対策の推進に協力 

(3) 地域福祉の育成に協力 

(4) 芦屋さくらまつり協賛 

(5) あしや秋まつり協賛、芦屋さくらファンラン等後援 

 

６．安全なまちづくり 

(1) 交通安全運動に協賛 

(2) 防犯･防災会議、行事等に協働 

 

７．他団体と連携 

(1) 兵庫県阪神南県民センターと連携 

(2) 芦屋市生活安全推進連絡会に参画 

(3) 芦屋市内活動団体との交流 

 

８．地域貢献者の表彰 

(1) 自治会連合会感謝状の贈呈 

(2) 芦屋市町内自治組織功労者市長感謝状の推薦 

(3) 自治賞（知事名）の推薦
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＜第 ２ 号議案＞ 
 

令和６年度 会計報告 
（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

 
 

［収入の部］                                                          (単位 円) 

費  目 予算額 決算額 摘      要 

会  費 246,000 246,000 ＠3,000 円×82 組織 

運営補助金 395,000 395,000 
芦屋市補助金 

(自治会連合会運営補助) 

市外研修会 

参加費 
0 160,000 ＠5,000 円×32 人 

雑 収 入 200 321 預金利息 

繰 入 金 0 0  

繰 越 金 559,382 559,382 前年度繰越金 

合 計 1,200,582 1,360,703  
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[支出の部]    (単位 円) 

費 目 予算額 決算額 摘      要 

総 会 費 180,000 125,035 会場費、議案書印刷等 

会 議 費 300,000 261,360 
役員会、理事会、ブロック会助成金 

まちづくり懇談会等 

分科会運営費 10,000 0  

顕 彰 費 60,000 56,716 会長感謝状額縁、会長感謝状記念品等 

研修活動費 200,000 395,435 

自治連×他団体との交流会、商工会新年互礼

会会費、和歌山県防災センターへの研修(不

参加２名分返金額含む) 

広 報 費 80,000 76,637 
自治連ホームページドメイン及び 

レンタルサーバー更新代 

消 耗 品 費 30,000 13,750 封筒代 

印 刷 費 50,000 0 育成事業ハガキ印刷代 

事 務 費 10,000 1,430 振込手数料 

通 信 費 150,000 126,687 郵便料 

分 担 金 20,000 20,000 第 37 回芦屋さくらまつり協賛金 

繰 出 金 0 0 
事業積立特別会計への繰出 

（周年記念式典への積立て） 

予 備 費 110,582 0  

合 計 1,200,582 1,077,050  

 

【次年度繰越額】収入決算額－支出決算額 1,360,703 円－1,077,050 円＝283,653 円 
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令和６年度 自治会育成事業 特別会計報告 
（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

［収入の部］   (単位 円) 

費 目 
令和６年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

交 付 金 340,000 248,000 

自治会育成事業補助 

＠4,000 円×2回×26団体 

＠4,000 円×1回×10団体 

合 計 340,000 248,000  

    

［支出の部］   (単位 円) 

費 目 
令和６年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

交 付 金 340,000 248,000 

自治会育成事業補助 

＠4,000 円×2回×26団体 

＠4,000 円×1回×10団体 

合 計 340,000 248,000  
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令和６年度 自治連事業積立 特別会計報告 
(令和６年４月１日～令和７年３月３１日) 

［収入の部］   (単位 円) 

費 目 
令和６年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

記 念 事 業 

参 加 費 
0 0  

祝   金 0 0  

利 息 50 12 預金利息 

繰 入 金 0 0 一般会計から事業積立会計への積立 

繰 越 金 716,096 716,096 前年度からの繰り越し 

合 計 716,146 716,108  

   

［支出の部］   （単位 円） 

費 目 
令和６年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

記念事業費 0 0 

●●周年事業費 

〇自治会加入促進パンフレットの作成 

〇自治会育成事業奨励費 

※自治会育成事業補助金への上乗せ交付分 

〇●●周年記念式典 

〇●●周年記念参加記念品等 

繰 越 金 716,146 716,108 次年度へ繰り越し 

合 計 716,146 716,108  
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＜第 ３ 号議案＞ 
 

令和６年度 会計監査報告 
 

 

 令和６年度芦屋市自治会連合会の一般会計及び特別会計の収支につき、会計帳簿及び関係書

類を精査した結果、いずれも適正に処理されていることを認めます。 

 

 

 令和７年５月２２日 

 

 

 

 

監 査  

 

 

 

 

監 査  

 

 
 
  



- 11 - 

＜第 ４ 号議案＞ 

 

令和７年度 役員（案） 
（任期：令和６年度総会承認後から２年間） 

□令和７年度 役員名簿 

[会  長]  天 井 裕 一  (月若町内会） 

[副 会 長]  吉 野 哲 夫  (津知町自治会） 

[副 会 長]  足 立 裕 一  (若葉町七番自治会） 

[会  計]  法 兼 茂 子  (宮塚町自治会） 

[書  記]  河 合 依三香  (伊勢町自治会） 

[監  査]  石 戸   正  (打出町自治会） 

[監  査]  髙 橋 洋 一  (業平町自治会） 

 

 

[理  事] 

ブロック 氏  名 組 織 名 

１ブロック 
天 井 裕 一 

樋 口 勝 紀 

月若町内会 

西山町自治会 

２Ａブロック 香 川 裕 行 奥池町自治会 

２Ｂブロック 竹 内 安 幸 東山町自治会 

２Ｃブロック 尾 原 健 太 大原町自治会 

４ブロック 
橋 本 明 美 

細 谷 耕 一 

朝日ヶ丘町自治会 

親王塚町会 

５ブロック 塩 田 良 治 春日町自治会 

６Ａブロック 
髙 橋 洋 一 

法 兼 茂 子 

業平町自治会 

宮塚町自治会 

６Ｂブロック 
田 中   隆 

吉 野 哲 夫 

川西町自治会 

津知町自治会 

７ブロック 
荒 田   正 

河 合 依三香 

松浜町自治会 

伊勢町自治会 

８ブロック 
尾 縣 和 彦 

段 谷 泰 孝 

呉川町町内会 

西蔵町自治会 

９Ａブロック 
大 永 順 一 

未     定 

高浜公社住民自治会 

未     定 

９Ｂブロック 
足 立 裕 一 

未     定 

若葉町七番自治会 

未     定 

１０ブロック 
浅 田 信 二 

野 村 浩 子 

芦屋海岸通自治会 

南浜町１街区自治会 
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令和７年度 芦屋市自治会連合会 ブロック会一覧表（令和７年６月２６日現在） 

ブロック 町内自治組織 
 

ブロック 町内自治組織 

1 

 西山町自治会 

7 

 平田町自治会 

 山芦屋町自治会   浜芦屋町自治会 

 三条町自治会   松浜町自治会 

 三条町いぬい会   松浜ハイツ管理組合 

 月若町内会   竹園町自治会 

 西芦屋町町内会   伊勢町自治会 

 三条南町自治会  

8 

 呉川町町内会 

2Ａ 
 奥池町自治会   西蔵町自治会 

 芦屋ハイランド自治会   浜町自治会 

2Ｂ 

 朝日プラザ芦屋山手１番館自治会   南宮町自治会 

 東山町自治会 
 

 東南会 

 山手町町内会 

9Ａ 

 浜風(３)住宅団地管理組合 

 東芦屋町自治会   浜風(４)住宅管理組合 

2Ｃ 

 松ノ内町会   浜風(５)住宅管理組合 

 船戸町自治会   浜風町１街区自治会 

 大原町自治会   浜風南自治会 

 ラポルテ東館住宅自治会   アステム芦屋Ｃ棟管理組合 

4 

 六麓荘町町内会   アステム芦屋Ｄ棟自治会 

 朝日ヶ丘町自治会   松韻の街自治会 
 岩園町自治会   高浜公社住民自治会 

 翠ヶ丘町自治会   高浜町八街区自治会 

 親王塚町会   芦屋浜第一住宅管理組合 

 楠町自治会  高浜町１番住宅自治会 

5 

 春日町自治会  新浜住宅管理組合 

打出小槌町自治会 
 

9B 

 アステム芦屋ＡＢ棟管理組合 

 若宮町自治会  若葉町公社住宅自治会 

 打出町自治会   芦屋浜第二住宅管理組合 

6A 

 業平町自治会   若葉町七番自治会 

 公光町自治会   緑(１)住宅管理組合 

 茶屋之町自治会   芦屋緑(２)住宅管理組合 

 大桝町自治会   緑(４)住宅管理組合 

 宮塚町自治会   緑町西地区自治会 

 精道町自治会   潮見町南地区自治会 

 宮川町自治会  

10 

 市営南芦屋浜団地自治会 

 
 清水町自治会   エスリード芦屋陽光町管理組合 

 前田町自治会   陽光町６番自治会 

 津知町自治会   海洋町１街区自治会 

 川西町自治会   南浜町１街区自治会 

平田北町自治会  南浜町２街区自治会 

  芦屋海岸通自治会 

  マリナージュ芦屋管理組合 

   涼風町自治会 

  合計 ８１団体 

6B 
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＜第 ５ 号議案＞ 
 

令和７年度 基本方針（案） 
 

芦屋市自治会連合会は、自治会・町内会が地域コミュニティの核である

ことを再認識し、団体間での交流を促進することで、住みよいまちづくり

を目指します。 
 
 近年は、災害リスクの高まりや自治会活動の担い手不足が深刻な課題と

なりつつあります。災害時の顔見知りの関係や、自治会活動の世代間の継

承はいずれも自治会や住民同士の「つながり」によって成り立っています。 
 芦屋市が住みよいまちであり続けられるよう、自治会および住民同士の

「つながり」を軸に自治会活動の活性化に取り組みます。 
 
１． 自治会同士のつながりづくり 

ブロックの再編と、各ブロックの活性化を図ります。 
自治会同士のつながりを生み出し、連携しやすい関係づくりを進め

ます。 
２． 他団体とのつながりづくり 

市内の各団体とのネットワークを強化することで、団体同士で連携・

協力しやすい関係づくりを目指します。 
３． 後継者の発掘と育成のサポート 

人的ネットワークを活かし、芦屋市自治会連合会として後継者の発

掘や育成サポートを行います。 
    
これらの取り組みを進めることで、地域活動の促進を図り、地域のつな

がりを力に変え、共に支え合い安心できるまちを目指してまいります。 
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令和７年度 事業計画（案） 

１ 組織の活性化 

(1) ブロック会の活性化 

(2) 理事会の活性化 

(3) 組織づくりの支援・手法の検討 

 

２ 自治会活動の支援 

(1) 自治会育成事業補助の実施 

(2) ブロック会事業補助の実施 

 

３ まちづくり懇談会 

(1) テーマに沿った会の開催 

 

４ 附属機関等委員会委員を公募 

(1) 市の政策企画推進に広く自治会連合会から適任者を推薦 

 

５ 心ふれあうまちづくり 

(1) 子育て世代支援、青少年の健全育成に協力 

(2) 高齢者対策の推進に協力 

(3) 地域福祉の育成に協力 

(4) 芦屋さくらまつり協賛 

(5) あしや秋まつり協賛、芦屋さくらファンラン等後援 

 

６ 安全なまちづくり 

(1) 交通安全運動に協賛 

(2) 防犯・防災会議、行事等に協働 

 

７ 他団体と連携 

(1) 兵庫県阪神南県民センターと連携 

(2) 芦屋市生活安全推進連絡会に参画 

(3) 芦屋市内活動団体との交流 

 

８ 地域貢献者の表彰 

(1) 芦屋市自治会連合会会長感謝状の贈呈 

(2) 芦屋市町内自治組織功労者市長感謝状の推薦 

(3) 自治賞（知事名）の推薦 

 

９ 地域づくり講演会の開催 

(1) 芦屋市特有のテーマに沿った講演会の開催 
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＜第 ６ 号議案＞ 

令和７年度 予算（案） 
 

 
 

(令和７年４月１日～令和８年３月３１日) 

［収入の部］   (単位 円) 

費   目 
令和７年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

会 費 648,000 246,000 ＠8,000 円×81 組織 

運営補助金 395,000 395,000 
芦屋市補助金 

(自治会連合会運営補助) 

市外研修会 

参加費 
0 160,000 市外研修会参加費 

雑 収 入 321 321 預金利息等 

繰 入 金 0 0  

繰 越 金 283,653 559,382  

合 計 1,326,974 1,360,703  
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［支出の部］    (単位 円) 

費 目 
令和７年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

総 会 費 180,000 125,035 会場費、議案書印刷等 

会 議 費 320,000 261,360 
理事会、役員会、ブロック会 

まちづくり懇談会等 

分科会運営費 10,000 0 分科会印刷代 

顕 彰 費 70,000 56,716 会長感謝状、記念品等 

研修活動費 200,000 395,435 研修会、他団体との交流会等 

広 報 費 150,000 76,637 ホームページ維持管理費等 

消耗品費 30,000 13,750 事務用品等 

印 刷 費 100,000 0 会議資料、加入促進パンフレット等 

事 務 費 10,000 1,430 振込手数料等 

通 信 費 180,000 126,687 自治連会員への郵便料等 

分 担 金 20,000 20,000 芦屋さくらまつり協賛金 

繰 出 金 0 0 
事業積立特別会計への繰出 

（周年記念式典への積立て） 

予 備 費 56,974 0  

合 計 1,326,974 1,077,050  
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令和７年度 自治会育成事業 特別会計 予算（案） 
(令和７年４月１日～令和８年３月３１日) 

［収入の部］   (単位 円) 

費 目 
令和７年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

交 付 金 340,000 248,000 
自治会育成事業補助 

＠1回 4,000 円 

合 計 340,000 248,000   

    

［支出の部］   (単位 円) 

費 目 
令和７年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

交 付 金 340,000 248,000 
自治会育成事業補助 

＠1回 4,000 円 

合 計 340,000 248,000   
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令和７年度 自治連事業積立 特別会計 予算（案） 
(令和７年４月１日～令和８年３月３１日) 

［収入の部］   (単位 円) 

費 目 
令和７年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

繰 越 金 716,108 716,096  

記 念 事 業 

参 加 費 
0 0  

祝 金 0 0  

利 息 12 12 預金利息 

繰 入 金 0 0 一般会計から事業積立特別会計への積立 

合 計 716,120 716,108  

   

［支出の部］   （単位 円） 

費 目 
令和７年度 令和６年度 

摘      要 
予算額 決算額 

繰 越 金 716,120 716,106 次年度へ繰り越し 

記念事業費 0 0  

合 計 716,120 716,106  
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＜第 ７ 号議案＞ 

芦屋市自治会連合会規約（案） 
 

（名称及び所在） 

第１条 本会は市内に住居また事務所を有する者が結成する自治会、町内会、管理組合等で

構成し、芦屋市自治会連合会（以下「自治連」という。）と称し、事務所を芦屋市精道

町７番６号におく。 

（組 織） 

第２条 本会は、市内各地区の町内自治組織（以下「組織」という。）をもって構成する。 

２ 近隣の組織はブロック会を設け連携して活動を活性化する。 

 （町内自治組織） 

第３条 この組織は近隣共助の精神に基づき、市民が日常生活上で繋がりを持つ一定の町内

に居住、または事務所を有する者で構成される。 

２ この組織は同一区域1組織とし、重複した複数の組織の届出は受理しない。 

３ 組織の会員は同時に自治連会員の資格を持つ。組織の会員をもって自治連会員とする。 

 （目 的） 

第４条 本会は、市民の連帯意識の育成・各地区の環境整備及び改善・福祉の増進及び各組

織相互の連絡並びに振興を図ることを目的とする。 

２ 会員の要請を受け、行政に陳情し市民によるまちづくりを担う。 

 （事 業） 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。 

(1) 組織の育成と向上発展 

(2) ブロック会及び専門委員会の行う事業及び事務の連絡調整 

(3) 市及び関係機関との連絡並びに意見の交換 

(4) その他、目的達成に必要な事項 

(5) 会員の総意を行政と議会に届け３者が協働して安全・安心で明るく健康的なまちづく

りを進める。 

２ 本会は特定の思想、信条、政党、宗教等に偏らない市民団体であり、行政、議会と協調、

協働して芦屋のまちづくりを進める。 

 （役 員） 

第６条 本会に、次の役員をおく。 

  会 長 １名、 副会長 ３名以内、 理 事 ブロック会代表、 会 計 １名、 

 書 記 １名、 監 査 ２名、 幹 事 若干名（会員公募）、 １日役員 随時  

第７条 役員の選出方法及び任期は次のとおりとする。 

(1) 理事は、各ブロックから２名以内を選出し、総会において承認する。 

(2) 会長は理事の中から選出し、総会において承認を得る。 

(3) 会長の選出は、自薦他薦を問わず立候補者から理事会多数決により選出し、総会で承

認を得る。立候補者は、理念方針書を添え立候補届を会長の改選を行う年の３月１日

から３月３１日までの期間に事務局に提出する。 

会長は市が関係する他の団体会長との兼任は認めない。 

(4) 副会長・会計・書記は、会長が委嘱する。 

(5) 監査は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 

(6) 幹事若干名を公募により選出し理事会の議を経て承認を得る。 

(7) 会員は、一日役員届を事務局に提出し定例役員会に出席できる。 

(8) 役員の任期は２年（幹事は現役員の任期まで）とし、再任はさまたげない。理事に欠

員が生じた場合は、ブロック会の推薦により適宜補充することができる。 

ただし、欠員補充者の在任期間は、前任者の残任期間とする。 

なお、任期満了後といえども、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 
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第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を筆頭副会長が代行する。 

(3) 理事は、理事会を構成する。 

(4) 会計は、会の会計を行う。 

(5) 書記は、会議議事録を作成する。 

(6) 監査は、会の会計を監査する。 

(7) 幹事は本会運営に参画する。 

（顧問） 

第９条 本会は顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。 

３ 顧問は、本会の会議に出席し、意見を述べることができる。 

 （会 議） 

第10条 本会の会議は、通常総会、臨時総会、理事会並び定例役員会とし、会長が招集する。 

第11条 通常総会は、年１回とする。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、組織の３分 

  の１以上の要請があったときは、臨時総会を招集することができる。 

２ 総会は、本会の最高機関であって、自治会連合会会員をもって構成する。 

３ 総会は、次の事項について議決する。 

(1) 毎年度収支予算並びに決算に関すること 

(2) 会則の改正並びに役員の選出に関すること 

(3) 事業報告並びに事業計画に関すること 

(4) その他本会の運営に関し、重要な事項 

４ 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

５ 総会の議案は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長が採決する。 

第12条 理事会は、重要な会務の企画及び執行にあたり、会長が必要に応じて招集する。 

  ただし、理事の過半数の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。 

２ 理事会の議長は、会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のと 

  きは、会長が採決する。 

第13条 定例役員会は、会長、副会長、書記、会計、監査、幹事及び１日役員で構成し、会

長が必要に応じて召集する。 

２ 定例役員会は、自治連の運営等の企画及び執行に関して協議・調整する。 

 （専門委員会） 

第14条 本会の目的達成のため特別な活動を行う必要があるときは、専門委員会、分科会を

設けることができる。 

２ 専門委員会及び分科会の設置、廃止、構成員並びに運営については、その都度理事会の

議を経て会長が決める。 

３ 行政等の依頼による委嘱委員の推薦は、公募による適任者選出とする。なお、原則とし

て委員の兼任は認めない。ただし、指名依頼はこの限りではない。 

（経 理） 

第15条 本会の経費は、会費、補助金及び寄付金をもってこれにあてる。 

２ 会費は、各組織（年額）８，０００円とし、一般会計収入とし運営費に充当する。ただ

し、特別事業等を行う場合は、理事会の承認を得て臨時徴収を行うことができる。 

３ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌３月３１日に終わる。 

第16条 この規約に関し必要な細則は、理事会の議を経てこれを設ける。 

 

  付 則 

 この会則は、昭和４８年 ７月 ９日から実施する。    

昭和５０年 ７月 ９日改正 

昭和５１年 ７月１８日改正 
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昭和５３年 ５月１７日改正 

昭和５４年 ７月 ９日改正 

昭和５７年 ６月 ４日改正 

昭和６２年 ５月２５日改正 

平成 ２年 ６月１１日改正 

平成 ５年 ６月 ７日改正 

平成 ７年１２月１８日改正 

平成１２年 ７月 ５日改正 

平成１４年 ７月１２日改正 

平成１５年 ７月１８日改正 

平成１６年 ７月１２日改正 

平成２３年 ６月２７日改正 

平成２７年 ６月２７日改正 

平成３０年 ６月２５日改正 

令和 元年 ６月２８日改正 

令和 ３年 ７月３１日改正 

令和 ７年 ６月２６日改正 
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芦屋市自治会連合会内規 

 

 （趣 旨） 

第１条 この内規は、芦屋市自治会連合会規約各条項に定められた事項にもとづき、必要な 

  事項及びブロック会の運営に必要な事項を定める。 

 （組 織） 

第２条 ブロック会は、一定の地域内にある町内自治組織（以下「組織」という。）をもっ 

て構成する。 

２ 別表１のとおり市内を１０ブロックに分け、それぞれにブロック会をおく。 

  ただし、ブロック会は会員の要請により理事会の承認を得て再編できる。 

第３条 ブロック会は、規約第４条の目的達成のため、次の事業を行う。 

(1) 組織の育成と向上発展  

(2) 組織の行う事業及び事務の連絡調整 

(3) 市及び関係機関との連絡並びに意見の交換 

(4) 各ブロック会相互間の連携 

(5) 会員の意見を集約した分科会のテーマを審議し理事会に送る。 

(6) その他、目的達成に必要な事項 

 （役 員） 

第４条 ブロック会には、次の役員をおく。 

  代表幹事 １名、幹事 若干名  

第５条 ブロック会の代表幹事及び幹事は、自治連の理事に就任する。 

２ 理事会は理事が事務局に代理出席を連絡することで代理出席者に権限移譲できる。 

 （会 議） 

第６条 幹事会は、会務の企画及び執行にあたる。 

 （経 理） 

第７条 ブロック会の経費は、自治連が一部を助成する。 

第８条 この内規に定めなき事項に関しては、規約を準用するものとする。 

 

  付 則 

 この内規は、昭和４８年 ７月 ９日から実施する。 

昭和５２年 ８月１１日改正 

昭和５８年 ５月１６日改正 

平成 ２年 ６月１１日改正 

平成１１年 ７月１２日改正 

平成３０年 ６月２５日改正 


